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社会保障審議会少子化対策特別部会における
これまでの議論のポイント(事務局整理)

この資料は、平成21年 2月 の第1次報告並びに21年 5月 以降の少子化
対策特別部会及び保育第1,第 2専門委員会における議論を踏まえ、少子
化対策特別部会の事務局において、議論のポイントを整理したもの。
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少子化対策特別部会におけるこれまでの議論のポイント
″                                                                                          ヽ

○ 少子イヒ対策としては、すべての子どもの健やかな育ちを基本に置きつつ、保育・放課後児童クラブ・

地域の二童て支援をは1じめとするサービスの抜本的拡充が必要。_
〇 少子イヒ対策は、持続可能な我が国の社会を構築するための「未来への投資」であり、社会全体で費用
を負担する仕組み (財源確保)が必要であるとともに、ニーズに応じて質の確保されたサービスが増え
てい<ような子育て支援のための包括的・一元的な制度づ<りが必:要。

育児休業～保育ん放課後対策への
切れ日のないサービス保障

すべての子育て家庭への支援

利用者 (子ども)中 lb
利用者への例タトのないサービス保障
※必要な子どもに例外な<保育サービスを受ける

潜在化した需要を顕在化 サニビス選択可能な仕組み

※市町村の責務の下、利用者と事業者の公的保育契約

多様な利用者ニーズヘの対応 多様なサービスメニュー

(例 )家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援拠点 等

質の確保された事業者の参入促進

※客観的な基準に基づく指定制の導入

サニビスの質の向上

基礎自治体 (市町村)が実施主体

社会全体
による

(国 :地方 。事業主 。本人)

・③
女性の就労率向上を踏まえた
潜在需要に対応した量的拡大

地上或の実情に応じたサこビス提供

安定的・継続的に費用確保

子育て支援サービスのための
包括的 。一元的な制度を構築

(



ポイント①

育児体業～保育～放課後対策への切れ目のな
いサービス保障

すべての子育て家庭への支援

子育て支援サービスのための

包括的・一元的な制度を構築

○ 少子化の背景にある、就労と結婚・出産・子育ての二者択二構造を解消するため、1

① 働き方の改革による仕事と生活の調和の実現
② 様々な子育て支援のためのサービスを下元的に提供する社会的基盤の構築
を、少子化対策として一体的に取り組む。

○ 様々な子育て支援のためのサービスを一元的に提供する社会的基盤の構築の実現のためには、社会全体で費用を負担する仕組みに
よる財源確保が必要であるとともに、ニーズに応じて質の確保されたサービスが増えていくような子育て支援サービスのための包括的・
―元的な制度の構築が必要:

例)現状では、様々な考え方・仕組みのもとで給付,財源がバラバラであることから、これら給付・財源を一体的に提供できる仕組みが必
要。

○ 少子化対策としては、「すべての子どもの健やかな育ちの支援」を基本として、仕事と子育ての両立を支援する給付を組み合わせる。そ
の際 ラヾイフステージ、働き方に応じ、育児休業～保育サービス～放課後対策への切れ目のないサ■ビス等が保障され、すべての子育
て家庭に対し、必要となる子育て支援が提供されることが必要。
・ 保育サービスの質的・量的拡充 :

・ 放課後児童クラブの質的・量的拡充
・ すべての子育て家庭に対し、必要な子育て支援サービスが提供される仕組み

○ 女性の就業率の高まりに対応したスピTド感のあるサービスの抜本的拡充とともに、
児童人口減少地域における保育機能の維持等の課題にも対応:       _

【ィメージ】
《就学前(0～ 2歳 )》
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育児休業の給付

ニーズに対応したサービス



ギイント ―ビス)

中

利用者への例外のないサービス保障
※必要な子どもに例外な<保育サービスを受ける地位の

た

※市町村の責務の下、利用者と事業者の公的保育契約

市町村の実施責務を法制度上明示
・ ①例外ない公的保育サービスの保障責務、②質の確保された公的保育サービスの提供責務t③適切なサービスが確実に受け
られるようにする利用支援責務、④保育サービス費用の支払義務

例外のない保育サニビス保障(潜在需要を顕在化)

・ 保護者の就労形態を問わず、「保育が必要な」子どもに例外なく保育サービスを受ける地位を付与 (「保育に欠ける」とい
う仕組みの見直し)。

・ 利用者が希望する保育サービスの利用開始までの間、市町村は多様なサニビスメニユーの中から補完利用できるようにする
ことが必要。

市町村がt客観的な基準に基づき、保育の必要性口量を認定
※併せて優先的利用確保についても、市町村が認定する仕組み。
・ 必要量は、 3歳未満の子どもには週当たり2～ 3区分を月単位で設定、 3歳以上の子どもには区分なしを基本:

・ 虐待事例などは市町村の斡旋等により適切に受入れ。          
´

利用者と保育所が公的保育契約 (サービス選択可能な仕組み)

※現行の市町村から保育所に委託する仕組みを見直し、公の財政事情等によってサー lゴス抑制が働かない仕組みへ。
・ 利用者 (子 ども)中心の視点に立ち、市町村の実施責務の下、利用者と事業者の公的保育契約を締結し、サ■ビスを提供。
・ 市町村において子育て支援全般に係るコーディネニ ト機能や苦情解決の仕組みが必要。

利用者に対し利用したサービスを費用保障(給付)+保 育所等による法定代理受領, 年齢、地域、規模、時間帯などに応じた単価設定 (公定価格による質の保障と安天ヒ的事業運営への配慮)。
・ 保育料は保育所等に納付することを基本に、保育料の滞納には市町村が利用者からの保育料の納付に関与する仕組みを検討。

【新たな保育の仕組み】
、(イ メージ)

⇒

＋
サービス提供



ボイン

ニーズヘの文1

女性の就労率向上を踏まえた
Xl

質の確保された事業者の参入促進
※客観的な基準に基づく指定制の導入

〈仕事と子育ての両面を支援するサービス)

○ 多様な保育サTビス類型の導入
・ すべての子どもに対する公的保育を保障する観点と、多様な利用者ニニズヘの対応の観′点から、多様なサ‐ビス類型を導入

(別紙 1参照)。

例)家庭的保育、小規模サービスk短時間勤務等、早朝・夜間・休 日保育、事業所内保育等

○ 児童人口減少地域における対応
0児 童人口減少地域において、子どもに質の高い保育を保障するため、小規模サービ不、多機能型サービス等の検討。

○ 指定制の導入と市町村のサービス提供確保の義務   ―     ,
0多 様な利用者ニーズヘ対応し、多様なサービス類型のそれぞれごとに質の確保された事業者の参入促進を図るため、客観的な

基準 (通常保育については最低基準)に基づく指定制を導入。                     ‐

0裁 量的な認可により、地方自治体の財政事情等による抑制が働かない仕組みの改革。
・ 市町村による計画的なサービる基盤整備と児童人口の減少地域等における供給過多による弊害回避。

○ 質の確保された事業者の参入促進                      .
0施 設整備費については、運営費に相当額 (減価償却費相当)の上乗せを検討 (当 面の集中的整備促進等のための施設整備補助
は維持)。

・ 認可外保育施設の最低基準至J達支援
・ 適正なサービスの確保、サービスの体廃止時のルールが必要。                ‐

・ 質の確保のための指導監督が従来よりも重要な役割を果たすべきであるが、そのための実施体制の確保策を検討。その際、都
道府県と市町村の役割の整理等についても考慮。

特質を考慮し、配当なども含め、一定のルールが必要。また、会計処理については、法・ 運営費の使途制限は、保育サ,ビスの|

人種別ごとの会計処理を検討。

○ サービスの質の向上
・ 保育所に求められる役割等の高まりに対応した職員配置、保育の質の維持・向上を図るための安定雇用や保育■―の処遇改善を

可能とする仕組み、研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等。  |
` 指導監査とともに、情報公表・評価等の仕組み。



ポイント③(続き)

○ 病児・病後児保育の量的拡充
・ 病児・病後児保育は、ニーズも高く、セーフティネシトとして重要な役割。働き方の見直しに取り組みつつ、量的拡充が
必要。

・ 施設型と非施設型の役割、医師との連携等について検討。

○ 放課後児童クラブの量的・質的拡充
・ 質の確保を図りつつ、量的拡充を図ることが重要。小学校の活用とともに、財源保障を強化して人材確保のための処遇改善
が必要。

・ 市町村の実施責任、保障の仕組みの強化、質を確保するための緩やかな基準の必要性、人材確保のための処遇改善等を検討。

くすべての子育て家庭を支援する基本サービス〉
○ 多様なニニズに対応できる一時預かりの受け皿の拡大              :
・ 一時預かりは、孝L幼児のいる子育て家庭の多様なニーズに対応する基本サービスとして、保障を充実。 |0今 後の需要の拡大が見込まれる中、多様な主体、多様なサービス提供方法を活用した受け皿拡大。     |

○ 地域子育て拠点事業等地域の子育て支援の充実
0子 育ての孤立感、負担感の解ツ肖に資する地域子育て支援拠点、遊びを通じた子どもの育成を基盤とした児童館事業等、地
、域特性に応じた柔軟な地域の子育て支援の取組を支援する枠組みの検討。

○ 社会的養護を必要とする子ども等、特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する施策の充実。
・ 、施設に入所している子どもの心のケアや家庭復帰へ向けた支援、年齢に応じた設備などにより子どもの状態や年齢に応 じ

たケアが実施できるよう、施設機能や配置基準などの見直しが必要。
1

・ 施設機能の見直しのみならず、地域で生活する要保護児童への支援の充実や施設と地域資源の連携も必要。
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[   基礎自)台体 (市轟籍)が臭詭主体   |

罐言責箔〔富漁催凛)・

事業主0李人
|にす|〕

○ 地域の実情に応じたサービス提供を図るため、基礎自治体(市町村)が制度の実施主体。   、

○ 新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠。      :             ′

〇
｀
現行のサービスの類型によって財源構成も給付も異なる仕組みから、包括的・―元的な制度の構築へ。

○ 社会全体(国・地方・事業主口個人)で重層的に支え合う仕組みが必要であることを前提にt新たな制度体系の全体像を検討する中で、
以下の点につき、引き続き議論。   :
・ 新たな制度体系によって増大する費用を国・地方・事業主・個人で適切に役割分担する仕組み
・ 地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み
・ 事業主負担については、働き方と関連の深ぃサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような仕組み0社 会全体で支え合うことを前提に、誰でも大きな負担感なく一定の負担で利用できるようにした上で、低所得者にも配慮

する仕組み 等

※ 例えば、フランスでは「全国家族手当金庫」により、子育て支援に係る財源を二元的に管理し、労使・利用者等の関係者が
運営に参画し、資金を給付 (別紙 7参照)。
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多様な子育て支援の二∵ズに対応したサービス 【別紙 1】

就労等の間の子どもの発達を支える保育
家庭における子育ての支援

育児相談・親子の
交流の場

用事や育児疲れ解
消のためのァ時預

かりの場

勤務時間等に応じた柔
軟な保育サービス

育児体業等とつながる
円滑な保育所への入所

: 全戸言方間
ll
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1 トワイライト事業 |
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保育所における地域子育て支援 多様な保育 0

預かリサ■ビス

∴■1轟.事1許

"●

|1議■|:計轟議螂轟小規模保鳥

■
=■
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都市部等における量的拡充,中 山間地のサービス

社

会

的

養
護

事業所内保育施設

障害者自立支援制度等による障害児施策



現状の主な次世代育成支援施策に関する費用負担と考え芳(勁轟曇麟2】

制度区分・給付サービス名・給付額 費用負担

亨早休業給付
目山瓢諏□

【国1/8、

保険料(労使折半)7/8】

※ただし、当分の間、国庫負担の額は本来の額
の55%(暫定措置)

保育所
公立

【司F10/10】
私立

【国1/2、 県1/4、 市1/4】

児童手当
3歳未満) 1        被用者(3歳以上)

椰曇;蹄γ・ σ恥糧ぽ事
業
主

公

1所
属庁10/1o】

  申      

【国
ξ覗

市庁

児童育成事業

鱈
後児童

`7カ

ー時

蛛

育て
事

〒
拠

【事業主1/3、 県1/3、 市1/3】

次世 代育 成支 援 対 策 変付金 (延長保育・

全戸訪問事業・ファミリーサポートセンター事業
等)       

興

【巨目1/2、 司
'■

/2】

児童入所施設など(児童養護施設、児童自立支
援
攣
設、里親なり ①

【ロヨ1/2、 明誕1/2】

※便宜上、都道府県は「県」と、市町村は「市」と表記



現行の児童 :家

族関係社会支
出

(うち児童手当 1兆円)

4.3兆円

【育児休業給付】キ約2200
億円～約4700億 円

【保育サービス】
+約7000億円～+約 1兆
3700億円

【病児保育】
+約700億円～約800億
円

【放課後児童クラブ】 ‐

+約 900億円

【一時預かり】
キ約2600億円

【妊婦健診】
+約 800億円

【地域子育て支援拠点】
+約 800億円

【放課後子ども教室】
+約 100億 円

まれていない検討課題
・社会的養護など特別な配慮を必
要とする子どもたちの支援
・施設整備コスト
・サービスの質の向上(従事者の処 :

遇改善等含む)       :
・経済的支援 (児童手当、利用者 

｀
:

1  負担軽減)等       | |
L口 _二 _口 "___.● ――ロロ‐

“"ロロロロロロロ"―‐―――」

資料 :「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略による試算に新政権の子ども手当を加え、

計 ,約 10.1兆円:    
～11.0兆円

雇用均等・児童家庭局で仮に計算して作成。

【別紙3】

子ども手当
5.3兆円

追加所要額
4。 3リヒFl

+
|※ 言式算(4.6～ 2.4兆円)に合 l
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次世代育成支援の給付苗サービスの費用構成の試算  【別紙4】

<現行の負担割合をそのまま維持したものと仮定して機械的に計算>

晰

利用者負担には、保育、放課後児童クラブ、病児・病後児保育のみ含めた。
-11-

図2及び図3は平成19年度ベース(図 1)に重点戦略上試算の増加分及び利用者負担増加分を加えている。



「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」による試算【月1攣。】
(主要な子育て支援サービス・給付の拡充に必要な社会的コスト)

追 加 所 要 額 :1.5～ 2.4兆 円

【育児休業給付】
①+約 2200億円
～②+約4700億円

① 第1子出産前後
の女性の継続就業率
(38%)が55%に

② さらに給付をスウェー
デン並(給与の80%相 当)

に

■■■■■,■ |■ 111■ |,|ヽ || ‐  ・|

1【妊婦健診】‐
.

I十約80o億円
14回分の公費助成

【全戸訪間】‐
|

1全市町村で実施

【地:戯手育そ |‐

支援拠点】‐|

+約 800億 1円|:
11全小学校区で実施

【放課後子ども教室

|十約100億円
:全小学校区で実施

【一時預かり】
十約2600億円

| :■ llil●■111■■         |:  |                  : .             1 ■1.:‐ )・ =● :・
.`.:`|■  ||

【保育サ■ビス】_■‐1  
‐   |    |

①十約7000億円ん②+約 1兆3700億円   ‐

【放課後児童タラブ】十約Ooo億円 :
小学校1～ 3年生の放課後児童クラブ利用率(19%)を、

就業を希望するすべての人を支援できるように(60%)

「丁……「「「=粟百罰III.魂h蔦異誦正二覆孫謙蓄
~~~T「 ~|
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フランスの家族関係支出(2003)の 日本の人口規模への換算 【別紙6】

・フランスの家族関係社会支出を機械的に日本の人甲に当てはめて算出したもの:

日()内の円表示の金額は、為替レニトの変動を受けることに留意が必要。 |
※ 為替レートは、1ユーロ〓149円 (平成19年 1～ 6月 の裁定外国為替相場)

フランス(2003)

家族関係
社会支出

①

支出の対象となる :1人当たり家族関
年齢階級人口 : 係社会支出

②   : ③=①÷②

支出の対象となる:  家族関係
年齢階級人口 :  社会支出

④   :  ③X④

家族手当

(FamilyAIlowance)

17,569百 万ユマロ

(2兆61178億 円)

20歳未満

1,566万 人

[25.4%]

11122■―ロ

(16.7万 円)

5i382百万ユーロ

(8,019億 円 )

3歳未満

239万 人

[3.9%]

18,732百 万ユーロ

(2兆7:985億円)

6歳未満

467万人

[7.6%]

20歳未満
2,418万人

[18.9%l

(4.0兆円程度 )

5,715億円

1兆6,276億円

9,242億円

H19予算》
1.6兆円程度

出産・育児休業

(Matemity and parental
leave)

保育・就学前教育

(Day care/home― help
services)

2,2oOユァロ

(33.5万 円)

(1.1兆円程度 )

4,022ユーロ

(59,9万 円 )

6歳未満

679万人

[5.3%]

(4.1兆円程度 )

6,131百 万ユーロ

(9,135億 円)

20歳未満
1,566万人[25.4%]

391ユーロ

(5.8万円 )

20歳未満
2,418万人

[18.9%]

(1.4兆円程度 )

´
5,576億円

家族関係社会支出計

《対GDP比》

47,864百万■―ロ

(7兆 1,317億円)

《3.02%》

GDP(2003)

1億2,769万 人

6,173万 人
1ブ毬51852億ユーロ 2.57万ユー□

<資料>
Social Expenditure Database 2007(OECD)t

日本のGDPは国民経済計算(内閣府)、 人口は平成17年国勢調査(総

務省)、 平成15年 10月 1日 現在人口推計(総務省)、

Demographic statistlcs(EurOstat)



政 府
全国家族手当金庫 (CNAF)

理事会 35名で構成
使用者団体代表 10名 自営業者代表 3名

労働団体代表 13名 有識者4名

全国家族手当協会連合会 5名

職員代表 3名 (議決権なし)

家族手当金庫(CAF)〔各県に設置〕
理事会 24名で構成

使用者団体代表 5名 自営業者代表 3名 労働団体代表 8名 有識者4名

家族手当協会 4名 職員代表 3名 (議決権なし)

賜1紙 7】

フランスの全国家族手当金庫による家族政策の流れ

目標口運営

目標・運営協定
実績報告書

運営契約 隧し亨金撮供

設の

設置や運営
等に補助各種手当の

支給
保育施設

(企業内託児所など)

財政法

徴収機構

保険、老齢保険、

族手当の保険料(

金 )・ 一般社会拠出
を一括して徴収一般社会

拠出金
(CSG)

屹
´
零摯給付曇

各1家族


